
島根県人権施策推進基本方針（第二次改定）（案）に対する御意見・御質問

　　　　回　　　答

修正の場合：修正後(※変更箇所は下線部分)

第２章-Ⅰ-1

① 10

(2)社会教育にお
ける人権教育の推
進
②家庭における人
権教育の支援

14

外国人保護者が増える中、家庭での人権意識を
育む中で、日本人保護者の意識の個人差は大き
いと思います。外国人問題に限らず、子育て世
代の保護者の人権意識、学習の場はどのように
考えておられますか。

外国人住民の増加などの社会情勢のもとにあって、子育
て世代をはじめ家庭や地域社会の人権感覚を高める取組の
重要性は、ますます高まってくることが想定されます。時
宜に応じて地域ごとの課題を丁寧に把握し、有効な学習の
場を設定して社会教育・啓発を進めます。

ー

第２章-Ⅰ-３

② 12

特定職業従事者に
対する研修等の充
実
④医療関係者

13～18
19～20

県立病院等が特記されていますが、何か理由が
あるのでしょうか。
どの医療機関においても必要なことだと思うの
ですが..。

ご意見のとおり、どの医療機関においても医療関係者が人
権に配慮した適切な対応を取ることが必要です。
次のとおり修正します。
（修正前）
　医師や看護師等の医療関係者は、人の命と健康を守るこ
とを使命としているため、職務の遂行に当たり人権に配慮
した適切な対応ができるよう、県立病院においては、すべ
ての職員が参加する職場内研修を実施します。

（修正後）
　医師や看護師等の医療関係者は、人の命と健康を守るこ
とを使命としているため、職務の遂行に当たり人権に配慮
した適切な対応が必要です。
　県立病院においては、すべての職員が参加する職場内研
修を実施します。

第２章-Ⅱ-１

③ 16
女性
(1)現状と課題

10～13

｢DVを根絶する｣ことは、とても大切なことで
あることは理解できますが、それと、女性が個
性と能力を発揮できる社会の実現とは直接結び
つかないように思いますが、いかがでしょう
か。

個性と能力が発揮できる社会を実現するためには、「男女
共同参画に関する正しい知識の定着」「男女があらゆる分
野で活躍できる環境の整備」及び「DV等の根絶」が必要だ
と考えています。「DV等の根絶」は女性の人権が尊重さ
れ、心豊かで生きがいのある人生を実感できる社会の実現
につながり、そのような社会の中でこそ女性の個性と能力
がより発揮できるものと考えます。

ー

第２章-Ⅱ-２

④ 20
子ども
(2)-③不登校への
取組

35～37

｢多様な学習活動の実情｣という表現と、｢個々
の状況に応じた学習活動等｣とが同じ内容で同
レベルなものになっているように思われます。
相談や支援を受けて、一段と充実した学習活動
がイメージできるように表現を変えては..と思
います。

ご意見を踏まえ修正します。
（修正前）
不登校の子どもたちが行う多様な学習活動の実情を踏ま
え、本人の意思を十分に尊重しながら、個々の状況に応じ
た学習活動等が行えるような、相談体制・支援体制の充実
を図ります。

（修正後）
不登校の子どもたちが行う多様な学習活動の実情を踏ま
え、本人の意思を十分に尊重し、学ぶ意欲の向上を図りな
がら、個々の状況に応じた学習活動等が行えるような、相
談体制・支援体制の充実を図ります。

御意見・御質問番号 ページ 人権課題・項目 行

資料１

－1－



　　　　回　　　答

修正の場合：修正後(※変更箇所は下線部分)
御意見・御質問番号 ページ 人権課題・項目 行

第２章-Ⅱ-６

⑤ 39

外国人
(2)-③外国人住民
のための労働環境
の整備

8～11

外国人実習生の職場環境、生活環境について、
どのような形でチェック・支援していくので
しょうか。
今後、外国人実習生の人数が増えていくと見込
まれますので、行き届いた対応を望みます。

このことについては、｢資料１の別紙｣のとおりです。

ー

第２章-Ⅱ-９

⑥ 48
刑を終えて出所し
た人等

　パブリックコメントの意見番号57の質問に｢
犯罪加害者の家族の人権についての記述は刑を
終えて出所した時点からしかありません｣とあ
ります。おそらく｢出所以前、つまり当該の犯
罪者が裁判中、服役中からも、家族の人権は守
られるべきだ｣という意味だと思います。この
意見に対し、｢犯罪を犯した者の家族の人権に
ついては、犯罪加害者が服役中であっても発生
する問題です｣とコメントしています。
　ならば、｢犯罪加害者｣自身はどうなのでしょ
うか？この項目が｢刑を終えて出所した人｣と
なっていますが、拘留中、裁判中、服役中も同
様と考えます。
　なぜ｢出所後｣に限定するような書き方がして
あるのか、疑問に感じます。

犯罪加害者の拘留中、裁判中、服役中の人権を尊重するこ
とも重要です。刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関す
る法律では、被収容者等の処遇に関しては、“人権を尊重し
つつ、これらの者の状況に応じた適切な処遇を行う”として
います。
また、基本方針が、「出所後」に限定する書き方をしてい
るのは、1997(平成９年)に策定された「人権教育のための
国連１０年に関する国内行動計画」に準拠しているためで
す。その後、平成１４年に策定された国の「人権教育・啓
発に関する基本計画」でも「出所後」に限定された記述と
なっています。

ー

－2－



　　　　回　　　答

修正の場合：修正後(※変更箇所は下線部分)
御意見・御質問番号 ページ 人権課題・項目 行

第２章-Ⅱ-10

⑦ 50
性的指向､性自認
等(LGBT等)
(1)現状と課題

13
｢さえ｣という表現は、読者に対して、とても異
質な・奇異なことであるという印象を持たせる
と思います。

ご意見を踏まえ修正します。
（修正前）
違和感を覚えたり、身体の手術を通じて｢身体の性｣と｢心
の性｣の適合を望むことさえあります。

（修正後）
違和感を覚えたり、身体の手術を通じて｢身体の性｣と｢心
の性｣の適合を望んだりすることもあります。

⑧ 50～51
性的指向､性自認
等(LGBT等)
(1)現状と課題

P50 L22
P51 L5

｢性同一性障害者｣という言葉は、きつい印象を
与えます。
｢性同一性障がいと診断された人｣などと、言い
換えると良いと思います。

ご意見の趣旨は理解できますが、この箇所は「性同一性障
害者特例法」に関する説明であることから改正案のとおり
とします。 ー

⑨ 51
性的指向､性自認
等(LGBT等)
(1)現状と課題

7～10

性的指向に関連する説明と思われますが、この
位置で良いのでしょうか。
この位置であれば、もう少し説明があると分か
りやすいのではないでしょうか。
例えば｢性的指向に関することとしては、近
年、欧米･･･｣など。

ご意見を踏まえ修正します。
（修正前）
近年、欧米諸国では同性婚や同性カップルに結婚とほぼ同
等の権利を認めるなどの動きも出てきています。

（修正後）
性的指向に関しては、近年、欧米諸国では同性婚や同性
カップルに結婚とほぼ同等の権利を認めるなどの動きも出
てきています。

⑩ 51

性的指向､性自認
等(LGBT等)
(2)施策の基本的
方向

26 文のねじれが生じていると思います。

ご意見を踏まえ修正します。
（修正前）
LGBT等に対する偏見や差別が当事者を苦しめており、周
囲の一人一人がLGBT等について正しい理解を深め、これ
らの人々の人権が尊重される社会の実現に向けた啓発活動
に取り組みます。

（修正後）
LGBT等に対する偏見や差別が当事者を苦しめていること
を考慮し、周囲の一人一人がLGBT等について正しい理解
を深め、これらの人々の人権が尊重される社会の実現に向
けた啓発活動に取り組みます。

⑪ 50～52
性的指向､性自認
等(LGBT等)

性同一性障害者の多くは、中学校入学までに｢
違和感を感じた｣と回答している実態があるこ
とを追記して欲しいと思います。
出典：『封じ込められた子ども、その心を聴
く』中塚幹也著　フクロウ出版（岡山大学ジェ
ンダークリニック受診の性同一性障害者1,167
人への聞き取り）
○違和感をいつ頃から感じたか？
・中学校になるまでに･･･約９割
・小学生になるまでに･･･約７割

今後、公的な調査が進んだ段階でご指摘の点は検討したい
と思います。

ー
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